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船舶事故調査報告書 

 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１２月２５日 １６時０５分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市郷ノ浦
ご う のう ら

港 

郷ノ浦港北防波堤灯台から真方位２９０°３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４４.６′ 東経１２９°４０.８′） 

事故の概要 漁船第三十八神
しん

洸
こう

丸は、南西進中、また、プレジャーボート近海
きんかい

丸

は、漂泊中、両船が衝突した。 

近海丸は、船長及び同乗者が負傷し、左舷船首部外板の亀裂等を生

じ、第三十八神洸丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年１２月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十八神洸丸、９.７トン 

ＮＳ２－１３８３１（漁船登録番号）、郷ノ浦町漁業協同組合 

１４.５８ｍ（Lr）×３.３５ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２６.６kＷ、平成元年９月３０日 

第２９２－４７１６８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 近海丸、１.９２トン 

未登録、個人所有 

６.７５ｍ（Lr）×１.９４ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、４４.１kＷ、昭和５４年１２月１０日 

第２９０－２８７６４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１０年１２月１７日 

免許証交付日 平成２５年２月４日 

（平成３０年１２月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４５歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成２０年１０月７日 

免許証交付日 平成２６年１月１６日 
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（平成３１年１月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ）、軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂、船首部のかんざしが脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１７時１９分ごろ 

太陽高度及び方位：高度 約１３°、方位 約２３０°（いずれも１

６時００分ごろ） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、壱岐市大島漁港（長島地区）に

帰港する目的で、平成２９年１２月２５日１６時００分ごろ郷ノ浦港

元
もと

居
い

泊地内の桟橋を出発した。 

Ａ船は、船長Ａが操舵室内の椅子に腰を掛けた姿勢で操船に当た

り、約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で元居泊地内

を航行し、同泊地出入口付近で郷ノ浦港の中防波堤東端と南防波堤西

端との間に船首を向けて増速を開始した。 

船長Ａは、低高度の太陽の光が逆光で眩
まぶ

しく、中防波堤東端と南防

波堤西端との間の方向が見えにくい状況であったが、増速前に周囲を

見て進行方向に他船はいないと思い、約１４kn の速力で航行中、１６

時０５分ごろ衝撃を感じて前方を見たところＢ船の船尾部を認め、Ｂ

船と衝突したことが分かった。 

Ｂ船は、船長Ｂが乗り組み、同乗者（以下「同乗者Ｂ」という。）

を乗せ、１３時００分ごろルアー釣りの目的で郷ノ浦港絵踏
え ぶ み

地区小型

船泊地を出港し、壱岐市原
はる

島周辺で場所を移動しながら釣りを行って

いたものの、思ったような釣果が得られず、風が強かったこともあり

郷ノ浦港内で釣りを行うこととした。 

Ｂ船は、１６時００分ごろ郷ノ浦港内の中曽根付近で、船外機を中

立運転とし、船首を南西方に向け、漂泊して南東方に流されながら釣

りを行っていた。 

船長Ｂは、右舷船尾部で右舷方を向いて釣りを行っていたところ、

機関音が聞こえたので振り向くと、Ｂ船の左舷後方約２００ｍの元居

泊地出入口付近から出てくるＡ船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船の動きを見ていたところ、Ａ船が港外に向かう針路

に転針してＢ船の船尾方を通過していくように見えたので、Ａ船がＢ

船に向かってくることはないと思い、Ａ船から目を離して右舷方を向

いて釣りを再開した。 

Ｂ船は、船長ＢがＡ船から目を離した後、船長Ｂが、機関音と波切

り音が次第に近づいてきたのを聞き、ふと振り向くと、約１０ｍのと

ころにＢ船に接近するＡ船に気付いたが、何をする間もなく、Ａ船が
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Ｂ船に衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で船外に投げ出され、同乗者Ｂ及びＢ船に移

乗した船長ＡによりＢ船に引き上げられて救助された後、救急車で壱

岐市内の病院に搬送された。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、後日、各々病院で診察を受け、船長Ｂが頸
けい

髄中心性損傷及び第６、７頸椎椎体骨折、同乗者Ｂが尾骨骨折及び頸

椎捻挫とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本事故発生場所付近の状

況、写真２ Ａ船、写真３ Ａ船操舵室からの前方見通し状況、写

真４ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、低高度の太陽の光が逆光で眩しい状況であったが、自宅

のある島に帰るだけの短い航海で、本事故当日は出漁している漁船が

なく、ふだんから郷ノ浦港内で釣りをしている船を見掛けたことがな

かったので、操舵室内に置いてあるサングラス及びレーダーをいずれ

も使用していなかった。 

Ａ船は、前部甲板下の魚倉に海水を入れていたので、船首浮上によ

る前方の死角はなかった。 

船長Ｂは、ふだん、長崎県壱岐及び対馬沖の海域で釣りをしてお

り、郷ノ浦港内で釣りをすることは少なかった。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、郷ノ浦港において、大島漁港（長島地区）に向けて南西進

中、船長Ａが、進行方向に他船はいないと思い、見張りを適切に行っ

ていなかったことから、漂泊中のＢ船に気付かずに航行を続け、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、低高度の太陽の光が逆光で眩しい状況であったが、自宅

のある島に帰るだけの短い航海で、本事故当日は出漁している漁船が

なく、ふだんから郷ノ浦港内で釣りをしている船を見掛けたことがな

かったことから、操舵室内に置いてあるサングラス及びレーダーをい

ずれも使用していなかったものと考えられる。 

Ｂ船は、郷ノ浦港において船首を南西方に向けて漂泊中、船長Ｂ

が、Ａ船を初認した際、Ａ船がＢ船の船尾方を通過していくように見

え、Ａ船がＢ船に向かってくることはないと思い、見張りを適切に行

っていなかったことから、漂泊を続けて接近するＡ船に気付くのが遅

れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、元居泊地出入口から出てくるＡ船を認め、Ｂ船の船尾方

を通過していくように見え、Ａ船から目を離して釣りを再開した後、
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Ｂ船に接近するＡ船に気付いていることから、Ａ船が郷ノ浦港の中防

波堤東端と南防波堤西端との間に針路を向けている途中にＡ船を初認

した可能性があると考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船に接近するＡ船に気付いたとき、Ａ船まで至近距離

であったことから、船外機を前進又は後進としてＡ船との衝突を避け

るための動作をとることができなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、郷ノ浦港において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊中、船

長Ａが、進行方向に他船はいないと思い、また、船長Ｂが、元居泊地

出入口付近から出てくるＡ船を認めた後、Ａ船がＢ船に向かってくる

ことはないと思い、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、進行方向に他船はいないと思わず、常時周囲の適切な

見張りを行うこと。 

・漂泊中、航行する他船を認めた場合、自船に接近しないとは思わ

ず、その動静に注意すること。 

・太陽光が逆光で眩しいときは、レーダーを活用したり、サングラ

スを使用したりして見張りを行うことが望ましい。 

・航行の用に供する小型船舶は、小型船舶登録を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２９年１２月２５日 

１６時０５分ごろ発生） 

郷ノ浦港 

長崎県 

壱岐市 

郷ノ浦港 

北防波堤灯台 

１６時００分ごろ 

出発 

１６時００分ごろ 

漂泊開始 

Ａ船 

Ｂ船 

元居泊地 

中曽根 

■ 写真１ 

撮影場所 

九 州 
郷ノ浦港 
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写真１ 本事故発生場所付近の状況 
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写真２ Ａ船 

 
 

写真３ Ａ船操舵室からの前方見通し状況 

 

 

写真４ Ｂ船 

 

サングラス 


